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記者発表用資料 

     題 名   学校規模適正配置検討対象校に係る適正規模化の方針 

 

１ 事案の背景・経緯 

・「川崎市立小・中学校における適正規模・適正配置へ向けての取り組み（平成１５年

１２月）」の考え方に基づき、小規模校６校過大規模校５校を検討対象とする行政区の

検討委員会を設置し、適正規模化の方策を検討することとした。小規模校６校について

は、学校毎に検討部会を設置した。 

・２００６ 年度末までの２ヵ年で９校の適正規模化の方針を検討し、方針を決定する

ことを目標とした。 

・ 平成 1８年４月に河原町小学校を御幸小学校に統合した。 

引き続き検討を行い（検討部会開催回数５1 回、各行政区検討委員会回数 1７回）、

残り８校の適正規模化の方針をまとめた。 

 

２ 決定した方針 

（１）小規模校適正規模化の方針 

下河原小学校 児童数の増加傾向があり、推移を見守る。地域の協力のもとに存続する。

虹ヶ丘小学校 当分の間、推移を見守る。近隣校との連携と地域の協力のもとに存続す

る。 

白山小学校 王禅寺小学校と統合する。（平成２１年度までに） 

（王禅寺小学校） 白山小学校と統合する。（平成２１年度までに） 

白山中学校 王禅寺中学校と統合する。（平成２０年度） 

王禅寺中学校 白山中学校と統合する。（平成２０年度） 

＊統合により新設する学校は教育プランにある「地域に根ざした特色ある学校」とし、お互い

の連携を強め、将来の一貫教育を視野に入れる。 

①統合を円滑に進めるために「統合準備委員会」を設置する。 

②新設する学校を魅力あるものとするために「魅力ある学校づくりのための地域懇談会を設置

する。 

 

（２）過大規模校解消の方策 

子母口小学校 分離新設を行う。（市営四方嶺住宅跡地の取得を基本として庁内調整を行

う。） 

宮崎小学校 土橋小学校開校に伴う児童数減に合わせて、今後通学区域の見直しを図る。

野川小学校 児童数長期推計値の将来的な減少傾向があるため、児童数の増減を中止す

る。 

 

         《 連絡先 》 教育委員会総務部企画 
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